
【海外先進教育研究実践支援（研究実践型）】 

  教職員を海外の教育研究機関等に派遣し，先進的な研究に参画させるなどにより，教職員

の教育研究能力の向上を図り，教育研究の国際化及び高度な人材育成に資する優れた取組を

支援するもの。 
（採択取組） 

  大学としての取組名称：「研究者養成のためのＦＤ活動の深化と国際化」 
取組担当者：２人（別紙一覧のとおり） 

  財政支援の内容：各取組担当者ごとに 300 万円を上限として外国旅費を支援 
  補助対象期間：平成２０年度（平成 21 年 3 月 31 日まで）限り 
 


